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被扶養者等の検認の御案内 
 

  下記の説明に従い、各自、次の２点について確認をお願いいたします。 

   １ 総務事務システムの福利厚生（教育）画面の「共済家族情報照会」の確認 

   ２ 被扶養者の資格確認のための書類の提出 

 

 

 

総務事務システムの福利厚生（教育）画面の「共済家族情報照会」に表示される組合

員及び被扶養者情報に、誤りがないか確認してください。漢字によっては、正しく表示

されていない場合がありますが、資格情報のお知らせ等に記載されている漢字が正し

く表示されていれば、「共済家族情報」の修正は不要です。 
 

【共済家族情報照会の表示方法】 

総務事務システムを開き、「①福利厚生（教育）、「②資格得喪」、「③共済家族情報照

会」の順にクリックします。 

 

 

 

 

（１） 確認書類 

資料２「検認提出書類一覧表」の区分に基づき、必要書類をご用意ください。所

得証明書については、写しで構いません。 
 

（２） 検認の対象者及び対象期間 

ア 対 象 者 組合員及び被扶養者（令和７年６月１日現在） 
 
イ 対象期間 令和６年１月１日から令和６年１２月３１日まで 

令和７年４月以降に認定された被扶養者も対象です。 

令和７年６月１日までに認定された被扶養者で、新規認定時に上

記対象期間に係る所得証明書の提出がない場合は、検認の対象とな

ります。 
 

（３） 提出方法・期限 

公立学校共済組合への提出期限は、令和７年９月５日（金）です。この期日に間

に合うように所属所ごとに定めた期限がありますので、事務担当者に確認の上、そ

の期限までに提出してください。 

 

 

２ 被扶養者の資格確認のための書類の提出 

１ 総務事務システムの福利厚生（教育）画面の「共済家族情報照会」の確認 

資料１ 

① 「福利厚生（教育）」をクリック 

③ 「共済家族情報照会」をクリック 

② 「資格得喪」をクリック 
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（４） その他の注意事項 

ア 別居扶養における送金の事実が確認できる書類について 

別居している被扶養者への送金の事実が確認できる書類は原則として、預

金通帳の写し、現金書留の控え等とします。手渡ししている場合など、申立

書での認定は一切認められません。（送金者、受取人、送金日、送金額がわか

るものとしてください。） 

  

イ 扶養手当上の扶養親族として認定されている被扶養者（普通認定）について 

総務事務センターが行う扶養手当の事後確認が終了している場合は、所得

に関する証明書の提出は不要です。 

また、扶養手当の事後確認の結果、扶養手当の認定を取り消すことになっ

た場合は、総務事務システムにより速やかに所定の手続を行ってください。 

【 総務事務システム ≫ 電子決裁 ≫ 認定検索 】から扶養手当認定状況

をご確認ください。 

 
 

 

 
 

ウ 扶養手当上の扶養親族として認定されていない被扶養者（特別認定）について 

資料２（Ｐ６～１２）の確認書類を提出してください。 

 

エ 令和７年度中に６５歳を迎える被扶養者がいる方 

資料４（Ｐ１４）を参考に、収入の確認をお願いします。確認の結果、認定

限度額を超過しており、被扶養者を取り消すことになった場合は、総務事務

システムにより速やかに所定の手続を行ってください。 

 

 【問合せ先】 

公立学校共済組合埼玉支部 資格管理担当 

所在地：〒３３０－００６３ 

さいたま市浦和区高砂３－１４－２１ 職員会館５階 

（埼玉県教育局教育総務部福利課内） 

電 話：０４８－８３０－６６９４ 

① 申請手続欄 

「給与」、「扶養手当」を選択 

② 申請日 

「令和６年 12月１日～検索日」を

入力する 

③ 「検索」クリック 

④ 「選択」をクリック 

詳細が表示されるので、

扶養手当認定状況を確認

してください。 
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